
〈令和版〉 

～民生児童委員の皆様へ～                                      

 

 

 

 

  

難聴といっても聞こえの程度は様々です。補聴器をつけてはっきり喋るか

らちゃんと聞こえている？と思うと、実はそうでなかったり…。 

その誤解が後々トラブルを生むこともあります。 

 

学習会では聞こえないってどんなこと？ どうやって意思疎通する？ 基本

的なことも含めて、講師がわかりやすくお話させていただきます。 

例）・聞こえないってどんなこと？ 

  ・コミュニケーション方法は？ 

  ・災害時に困ることは？ 

   ・簡単な手話教室 ・・・など 

・ご希望日の 1ヵ月前までにご連絡ください。 

・講師は当事者(聴覚障害者)含め、複数で伺います。 

・お時間は 60分～120分でご希望に応じます。（お時間に合わせて内容を組ませていた

だきます） 

・できるだけ 10名以上の参加をお願いします。 

・年度内の講師派遣予定数を超えた場合、お引き受けできないこともあります。 

地区民生児童委員協議会が 

“難聴を知るための学習会”を実施する場合に 

講師を派遣します 

 

講師派遣にかかる経費は不要です。 
ご依頼は原則として同団体につき 

年度内 1回までとさせていただきます。 

 

〈ご依頼、お問合せはこちら〉 

長野市聴覚障害者センター「デフネットながの」 
TEL／ ２２９－５５５７ FAX／ ２２９－５５５８ 

ﾒｰﾙ／ deaf-n-n@mx2.avis.ne.jp 
（開所時間 月～金 8:30～17:15 ※土日祝日・年末年始は休み） 

mailto:deaf-n-n@mx2.avis.ne.jp


 

                                             

 

 

 

 

◆手話通訳者 とは・・・・ 

音声言語を手話に、手話を音声言語に変換して、聞こえる人と聞こえない人との意思

疎通支援を行います。 
 

◆要約筆記者 とは・・・・ 

音声言語を要約し、その場で紙に書いたり、パソコンに入力する等して文字にし、聞

こえない人に伝えます。 

 

 

民生委員さんらしい人が家に来て

話してたのは何だったのか… 

ずっと家にいたのに、民生委員さんからの通知がいつのまに

か郵便受けに。読んでも意味がよくわからないから直接会っ

て話したい… 

 

避難行動要支援者台帳 

って何のこと？ 

～災害時、聞こえない人は見た目以上に大変です～ 

 

 

難聴者 
ろうあ者 

民生委員 

※このマニュアルは長野市聴覚障

害者協会と長野手話サークルが共

同で作成しました。 

「デフネットながの」のホームペー

ジ（QR コードを読み取ってくださ

い）から全ページダウンロードするこ

とができます。 

こんな時は、 
手話通訳者・要約筆記者の派遣制度をご利用ください 

（長野市の事業です。安心してご利用ください。） 

聞こえない人の家を訪問したけど、なかなか話が通

じないのよねえ… 

お茶のみサロンにも誘いたいし.… 

 

 

トップページ 

→メニュー 

→防災関連 

→災害時のマニュアル 

「知ってください私たち聴覚障害者のことを！！～災害時のマニュアル～」より(抜粋) 

通訳のご利用は無料(※)です。事前申請が必要です。 
(※無料で利用できるのは、聴覚障害の身障手帳を交付されている場合に限ります。) 

お問い合わせは 「デフネットながの」へ（℡ 229-5557） 
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